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ニーズ調査結果につい
て

１ 合田史委員

新居浜市は製造業のまちで、転勤
で転入する人が多いが、その中で
社会から孤立し、子育ての不安を
抱えている人がどの程度いるか、
ニーズ調査結果から推測はできる
か？

今回の調査においては、そのことを特
定できる設問項目はなく、自由意見に
おいて、「身内によるサポートが受けら
れない」「頼れる身内が近くにいない」
「県外から来て、親子共に公共性が育
たない」「転勤族で、孤立したり、友達
ができなくて困っている人が多い」など
の声がありました。
このため、転勤族は社会から孤立する
リスクがあること、何かの時に頼れる
預け先がなく、困るケースが発生する
ことが問題点として想定されます。
しかしながら、ご質問にある「どの程度
いるか」の量的な数字の把握は難しい
状況です。
なお、参考までに、他市・他県のケース
を当てはめますと、「日常的または緊
急時に祖父母等の親族にみてもらえる
人がいない」と回答した人の割合が約
８％であるのに対し、５年前に行った本
市の次世代育成支援行動計画アン
ケート調査において、「みてもらえる人
がいない」と回答した家庭は、８．５％
でした。
新居浜市の転入者数は約３，１００人/
年で人口の約２．５％であることから、
先の８．５％の全数が転勤であると仮
定すれば約２６３人となります。さらに、
子育て世代の比率が４６％であること
から、２６３人×４６％＝１２０人という
数字が試算されます。

１ 真鍋委員

条例案については、大変重要な部
分であり、慎重に審議を進める必要
があることから、当会議だけでなく、
事業者の委員の方から別途意見を
お聞きする対応も必要ではないか。

子ども・子育て会議において、当条例
に関係する委員さんからは、別途ご意
見をお伺いすることとします。

２ 星加委員

家庭的保育事業等における定期的
な外部評価や結果の公表について
は、具体的にどのような形で行うこ
とになるのか。

児童福祉施設に限らず、高齢者福祉
施設や障害者施設などについて、平成
１９年より愛媛県が「福祉サービス第三
者評価制度」を運用しておりますので、
具体的な評価の実施や公表につきま
しては、当該制度に基づいて行うこと
になるものと考えます。

子ども・子育て支援事
業計画骨子案について

１ 真鍋委員

新制度は、規制緩和などによる社
会構造の変化に伴う、長く続いた就
労体系や生活環境の変化などが底
流にあり、従来機能してきた地域社
会が機能しなくなっている状況があ
る。このことから、新制度への対応
として、「地域におけるワンストップ
での子育て支援連携体制の構築」
の必要性があるのではないか。

新制度の目的は、まずは教育・保育の
質の向上と確保にありますが、それに
加えて、地域での子育て支援の充実が
掲げられています。
このことから、基本施策案におきまし
て、「子育てによる共育のまちづくり」と
して、地域連携の取り組みの重要性を
位置付け、生活に身近な場所におい
て、様々な課題解決に向けた具体策
の検討を進めますので、それぞれの立
場におきまして、具体的な取り組みが
ございましたらご提案いただければと
思います。

その他制度全般に関す
ることについて

１ 星加委員

保育士及び保育補助者の知識や技
能向上のための研修機会の確保が
大切であるため、市の研修体制を
充実してほしい。
子育て支援員（仮称）の創設も予定
されており、人材確保のためにも、
資格のない保育従事者に対する研
修が特に必要である。

子育て支援員（仮称）に対する研修カリ
キュラムは、国から統一のものが提示
される見込みであり、市としての対応
が求められることになると考えていま
す。
また、家庭的保育事業等における保育
従事者に対して市長が行う研修につい
ても、現在は見通しは立っておりませ
んが、県及び隣接市との広域的な連携
における対応策についても検討を進め
ます。
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市が定める条例案につ
いて


